
公募要項に関する質問書への回答
No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

1 1 1 - -
本書の位置付
け

令和３年３月に公表された長府浄水場更新事業
の実施方針に対して示された回答書について
も、本案件に対する回答書と同等の効力がある
との認識でよろしいでしょうか。

実施方針の意見に対しての回答
については、意見を踏まえ公募
要項等を作成しています。公募
要項等に記載がない事項につい
ては、実施方針及び実施方針に
関する質問回答書に効力があり
ます。

2 1 1 - -
本書の位置付
け

本業務の発注方式は「公募型プロポーザル方
式」であるため、提案段階では「設計案を求め
ていない」という認識でよろしいでしょうか。

ご質問にある「設計案」がどの
程度の精度のものを指している
かが不明確ですが、提案内容の
具体性及び要求水準を満たして
いるかを確認できる資料として
の設計案は必要です。

3 1 1 - -
本書の位置付
け

本業務の発注方式は「公募型プロポーザル方
式」であるため、評価対象は「応札参加者の実
績・技術力・体制」であるとの認識でよろしい
でしょうか。

ご質問の意図が明確ではありま
せんが、本市は「参加者の実
績、技術力、体制」を基にした
長府浄水場更新事業についての
要求水準を満たす具体的かつ有
効な提案を求めております点に
ついては、ご理解いただきます
ようお願いいたします。なお、
審査項目については、優先交渉
権者選定基準に記載のとおりで
す。

4 1 1 - -
本書の位置付
け

本業務の発注方式は「公募型プロポーザル方
式」であるため、契約後は2022/1/14に提出する
技術提案に拘束されないという認識でよろしい
でしょうか。

事業契約の締結に際しては、優
先交渉権者が応募時に提出した
技術提案書に基づき協議・交渉
を行います。協議・交渉の結
果、修正又は変更がない場合に
は、応募時に提出した技術提案
書の内容に拘束されますが、修
正又は変更があった場合には、
修正又は変更後の技術提案書の
内容に拘束されます。

5 5 3 (2)
事業者の募集
及び選定のス
ケジュール

要求水準等の業務内容に対する理解の齟齬をな
くすために、提案書受付前に、「官民対話」の
場を設けて頂く事はできないでしょうか。

公募要項等の説明会、現地見学
会及び公募要項等の質問の受
付・回答を行っておりますの
で、提案書受付前の官民対話の
予定はありません。

6 5 3 （3） ア
公募要項等に
関する質問等

公募要項等に関する質問の機会は1度きりとなっ
ておりますが、2021/10/1に公表される回答に対
する質問については、別途受け付けていただけ
るという認識でよろしいでしょうか。

別途受付ける予定はありませ
ん。

7 5 3 （3） エ

公募要項等に
関する説明会
および現地見
学会

現地見学会は、2021/8/24日以外にも個別に対応
していただけるという認識でよろしいでしょう
か。

参加表明書を提出した応募者に
対し、要望があれば対応するこ
とは可能です。

8 9 3 (8) エ (オ)

土木建築工事
を行う構成企
業に必要な資
格（ 配置予定
技術者）

建設JVとして、乙型のJV組成を考えています。
基本設計及び詳細設計を行う期間で建設工事を
行っていない場合は専任を要しないとの理解で
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

9 9 3 (8) エ (オ) 参加資格要件

建設企業には建業法の監理技術者又は主任技術
者を専任で配置することを求められています
が、設計・工事期間が約15年と長期に渡るた
め、途中交代が可能との理解でよろしいでしょ
うか。

国土交通省通知の「監理技術者
制度運用マニュアル」に基づき
本市が認めた場合は監理技術者
又は主任技術者の変更は可能で
す。なお、交代の時期は、本市
との協議によります。

10 9 3 (8) エ (オ)
参加資格要件
配置技術者に
ついて

建設JVを乙型のJV組成とする場合は、建設JVの
監理技術者は全工事期間配属する必要があるわ
けではなく、「担当工事の期間のみの配置をす
れば良い」との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。ただし、
建設工事の適正な施工に支障が
無いように配置してください。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

11 9 3 （8）
エオ
カキ

参加資格要件

「建設業法に従い、監理技術者又は主任技術者
を専任で配置すること。」とありますが、契約
工期が多年に及ぶため、監理技術者の途中交代
は国土交通省通知の「監理技術者制度運用マ
ニュアル」に記載されている「大規模な工事
で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合」に該当
し、工程上一定の区切りと認められる時点にお
いて可能であるとの認識でよろしいでしょう
か。

国土交通省通知の「監理技術者
制度運用マニュアル」に基づき
本市が認めた場合は監理技術者
又は主任技術者の変更は可能で
す。なお、交代の時期は、本市
との協議によります。

12 9 3 （8）
エオ
カキ

参加資格要件

「建設業法に従い、監理技術者又は主任技術者
を専任で配置すること。」とありますが、建設
JVを乙型で組成する場合、監理技術者又は主任
技術者の専任が必要な期間は、担当工事の施工
期間中のみとの認識でよろしいのでしょうか。

ご理解のとおりです。

13 9 3 （8）
エオ
カキ

参加資格要件

「建設業法に従い、監理技術者又は主任技術者
を選任で配置すること」とありますが、申請す
る配置予定技術者は複数名でよいとの認識でよ
ろしいでしょうか。

配置候補の技術者として複数名
記載して応募可能かというご質
問であればご理解のとおりで
す。

14 9 3 （8）
エオ
カキ

参加資格要件

「建設業法に従い、監理技術者又は主任技術者
を選任で配置すること」とありますが、建設工
事着工時期が詳細設計業務後（契約から約2年後
を想定）となることが予想されるます。そこ
で、本事業の契約は、国土交通省の「管理技術
者制度の運用マニュアル」に記載されている監
理技術者等の途中交代の内、「一つの契約工期
が多年に及ぶ場合」に該当するため、建設工事
が始まる段階で公告時点で示した配置予定技術
者とは別の同等以上の能力を有する技術者を新
たな監理技術者として交代することは「工程上
一定の区切り」であるため認められるとの認識
でよろしいでしょうか。

監理技術者制度運用マニュアル
「監理技術者等の途中交代」に
記載される条件等を参考にしな
がら、事業者と本市との協議の
上で変更は可能です。ご質問の
時期が「工程上一定の区切り」
に該当するか等についても協議
により判断します。

15 10 3 (8) カ (ウ)

機械設備工事
を行う構成企
業に必要な資
格

募集日時点の下関市建設工事等競争入札参加資
格者名簿における水道施設工事業の総合評点
が、下関市内に本店がある者については800点以
上、下関市内に契約締結権のある営業所等があ
る者については1,000点以上、それ以外の者につ
いては1,100点以上であること。との記載ですが
「募集日時点」とは公募要項等が公表された令
和3年（2021年）8月16日時点との理解でよろし
いですか。

ご理解のとおりです。

16 10 3 (8) カ (エ)

機械設備工事
を行う構成企
業に必要な資
格

5, 000m3/日以上の浄水場の機械設備設置工事を
施工し、引き渡した実績の建設工事の種類は機
械設備設置工事又は水道施設工事との理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

17 10 3 (8) カ (オ)

建設業法に従
い、監理技術
者又は主任技
術者を専任で
配置すること

建設企業の監理技術者又は主任技術者は工場製
作期間と現場工事期間では技術者の変更が可能
との理解でよろしいでしょうか。

国土交通省通知の「監理技術者
制度運用マニュアル」に基づき
本市が認めた場合は監理技術者
又は主任技術者の変更は可能で
す。なお、交代の時期は、本市
との協議によります。

18 11 3 (8) ク

施設維持管理
業務を行う構
成企業に必要
な資格

施設維持管理業務を行う構成企業に必要な資格
において、複数構成企業で施設維持管理業務を
分担する場合は、統括する構成企業及び構成企
業の区別なく、維持管理JVの構成企業のいずれ
かで要件を満たせば応募可能なように変更願い
ます。JV組成の制約を減らすことで、貴市への
提案の多様化を持たせることも可能であると考
えます。

原文のとおりとします。
なお、施設維持管理業務を統括
する構成企業については、維持
管理JVの代表構成員となること
を条件としておりません。

19 11 3 （9） ア

地元企業への
優先発注及び
市内産品の優
先活用

「応募者は、構成企業に下関市建設工事等競争
入札参加有資格者名簿に「市内」の地域区分で
登録されている者を１者以上含めるように努め
ること。」とありますが、「市内」の地域区分
で登録されている者を構成企業に含めなかった
場合において、「参加資格を満たさない」など
優先交渉権者決定までのプロセスにおいて不利
益な扱いを受けることはないとの認識でよろし
いでしょうか。

「市内」の地域区分で登録され
ている者を構成企業に含めな
かった場合にも、参加資格を満
たさない等の不利益な扱いをす
ることはありません。ただし、
提案内容審査【定量化審査（性
能評価）】において、市内業者
への発注金額に係る評価項目が
ありますので、ご確認くださ
い。

公募要項-2



No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

20 11 3 （9） ア

地元企業への
優先発注及び
市内産品の優
先活用

「応募者は、構成企業に下関市建設工事等競争
入札参加有資格者名簿に「市内」の地域区分で
登録されている者を１者以上含めるように努め
ること。」とありますが、別紙１における「構
成企業」には含めるが、「建設ＪＶ」では下請
けとして参加するスキームは認められるので
しょうか。

構成企業以外の本事業に参加す
る企業については協力企業とし
て考えています。下請け企業を
構成企業に含む事は認めませ
ん。

21 11 3 （9） ア

地元企業への
優先発注及び
市内産品の優
先活用

「応募者は、構成企業に下関市建設工事等競争
入札参加有資格者名簿に「市内」の地域区分で
登録されている者を１者以上含めるように努め
ること。」とありますが、共同企業体の出資比
率の指定はないとの認識でよろしいでしょう
か。

建設JVは任意の型式とし、甲型
の場合では、構成員数が２社の
場合は30％、３社の場合は20％
を下回らないようにしてくださ
い。

22 12 3 (11) イ (ア)
応募に関する
留意事項

応募者失格の要件として、（ア）優先交渉権者
決定までに参加資格要件を満たさなくなった場
合、とありますが参加資格要件の総合評点につ
いては募集日時点の評価点で評価されるとの理
解でよろしいですか。
（例えば、募集日時点では参加資格要件の総合
評点を満足していたが、優先交渉権者決定時
（令和4年（2022年）2月）に、資格審査更新に
より総合評点を満足しなかった場合においても
失格とはならないとの理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

23 12 3 (11) イ (ク)
応募に関する
留意事項

応募に関する留意事項について、「明らかに連
合によると認められる場合」は応募者を失格と
する、との記載がありますが具体的には、どの
ような状況を想定されているかご教示くださ
い。

直接情報及び間接情報（応募の
手続きの過程が不自然、応募に
関して通常では知り得ない情報
を知っているなど）で談合の事
実が明らかであった場合を想定
しています。

24 15 5 (9) ア
設計・建設工
事段階

「定期及び随時に検査を行う。」とあります
が、定期として考える事項をご教示ください。

モニタリング基本計画に示す設
計・建設工事の会議体による確
認（年度事業報告会、月例報告
会）において、工程確認、進捗
状況、要求水準及び提案事項の
達成状況等の検査（確認）項目
を想定しています。

25 17 6 (4) ウ
その他の支援
に関する事項

厚生労働省の補助金等に係る財産処分申請を行
う撤去施設はないとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

26 18 7 （1） ア
提出図書の取
扱い（著作
権）

「本事業の公表をするとき及び本市が必要と認
めたときは、本市は提案書の全部又は一部を無
償で使用できるものとする。」とありますが、
提案書の中にはノウハウ、営業秘密等が含まれ
ると考えられますので、公表、第三者に開示さ
れる際には、その内容について、事前に応募者
と協議させていただきますようお願いします。

協議に応じます。なお、協議が
必要となるノウハウ及び営業秘
密等の該当箇所を示す資料と、
その根拠となる書類を提案書と
一緒に提出してください。ま
た、追加及び変更等があった場
合はその都度提出してくださ
い。

27 別紙1
想定する業務
実施体制

「建設JV及び維持管理ＪＶの代表構成員は施工
能力の大きい構成企業とし」と記載されており
ますが、維持管理ＪＶは甲型又は乙型を想定し
ており、統括する構成企業の出資比率又は委託
金額が少ない場合は、統括する構成企業が必ず
しも代表構成員になる必要はないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

28 別紙1
想定する業務
実施体制

体制図の下に、建設JVと維持管理JVの代表構成
員は（以下略）とありますが、代表構成員の定
義がありません。定義を明確にしていただきた
く存じます。

建設JV及び維持管理JVの代表構
成員の定義としましては、「工
事（業務）の施工（履行）に関
し、企業体を代表してその権限
を行うことを名義上明らかにし
た上で、発注者及び監督官庁等
と折衝する権限並びに請負代金
（前払金及び部分払金を含
む。）の請求、受領及び企業体
に属する財産を管理する権限を
有するもの。」となります。

29 別紙2 1.4
リスク分担表
制度関連
税制度

税制度に記載の「法人事業税、法人住民税等の
事業者の利益に関する税の新設・変更」以外の
税の新設・変更は、消費税同様、貴市の負担と
考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

公募要項-3



No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

30 別紙2 1.4
リスク分担表
制度関連
許認可遅延

許認可遅延について、貴市が取得すべき許認可
に、水道事業認可（変更認可）を含むとの理解
でよろしいですか。

ご理解のとおりです。ただし、
明らかに事業者の責めに帰すべ
き事由によるものについては、
事業者の負担となります。

31 - - - - リスク分担表

1.4制度関連 法制度において、「本事業に関わ
る法制度・許認可の新設・変更」について、負
担者として事業者欄に▲がありますが、具体的
にどのようなケースを想定しているのでしょう
か。

水道事業変更認可等の申請に伴
う資料作成等を想定していま
す。また、環境関連の法規制等
の変更により資材価格に変動が
生じたものの、物価変動で定め
る物価上昇の変動率を超過しな
い場合等を想定しています。

32 - - - - リスク分担表

1.4制度関連 法制度において、「上記以外のも
の」について、負担者として事業者欄に●があ
りますが、具体的にどのようなケースを想定し
ているのでしょうか。

会社法、税法等の改正等で、企
業として事業者自らが対応が必
要なものを想定しています。

33 別紙2 1.5
リスク分担表
社会
住民対応

共通「住民対応」の項目の内、本施設の設置に
伴う住民反対運動により要求水準に示される以
上の仕様を要求された場合のリスクは貴市負担
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

34 別紙2 1.5
リスク分担表
社会
住民対応

「事業者が行う業務（調査、工事、維持管理）
に対する住民反対運動・要望があった際、貴市
も協力して住民対応をして頂けるとの理解でよ
ろしいですか。

ご理解のとおりです。

35 別紙2 1.5
リスク分担表
社会
住民対応

「運転管理業務（監視のみ）対象施設」におい
て貴市が行う業務や事業者に対する運転操作の
指示等に起因する住民反対運動・要望は、貴市
のリスク負担との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

36 別紙2 1.5
リスク分担表
社会
環境問題

共通「環境問題」の項目の内、「事業者が行う
業務（調査、工事、維持管理等）に起因する環
境の悪化」は事業者の負担となっていますが、
貴市の要求に基づいた事業者の提案、業務に起
因するものは貴市の負担との理解でよろしいで
しょうか。

提案内容を本市の要望により変
更し環境が悪化した場合は、本
市の負担と考えます。

37 - - - - リスク分担表

1.5社会 第三者賠償
事業者が負担する第三者賠償リスクとして「騒
音」「振動」「光」「臭気」が列記されていま
すが、建設工事請負契約書（案）第40条2項に記
載の通り、建設工事に伴い通常避けることので
きない「騒音」「振動」「地盤沈下」「地下水
の断絶」等の理由により第三者に及ぼした損害
については、発注者の負担となると理解してよ
いでしょうか。

ご理解のとおりです。

38 - - - - リスク分担表

1.7不可抗力
記載にはありませんが、「地震」も不可抗力に
含まれるという理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 別紙2 1.10
リスク分担表
見学者対応

共通「見学者対応」の項目について、事業者が
施設維持管理業務を適切に行っていたにも関わ
らず、予見できない事象により見学者が怪我を
した場合の負担は、別途協議の場を設けて頂け
るとの理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

40 別紙2 1.11
リスク分担表
安全確保

安全確保において、新型コロナウイルス感染症
対策も事業者負担との記載となっていますが、
事前に貴市と協議させて頂く場を設けさせて頂
き、新型コロナウイルス感染対策で、貴市に了
承をとった内容で、事業者側が一定の感染予防
対策を講じていた状況の場合、リスク分担の内
容に関して協議の場を設けて頂く形にできない
でしょうか。

新型コロナウイルス感染症対策
について、本市が了承した内容
で、事業者側が一定の感染予防
策を講じていた状況の場合、リ
スク分担の内容に関して協議に
応じます。

公募要項-4
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要求水準書に関する質問書への回答
No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

1 1 1 - -
本書の位置付

け

令和３年３月に公表された長府浄水場更新事業
の実施方針に対して示された回答書について
も、本案件に対する回答書と同等の効力がある
との認識でよろしいでしょうか。

実施方針の意見に対しての回答
については、意見を踏まえ公募
要項等を作成しています。公募
要項等に記載がない事項につい
ては、実施方針及び実施方針に
関する質問回答書に効力があり
ます。

2 2 1 3 (4) 既存流用施設

既存流用施設である場外監視制御システムは、
新設される中央監視室等への移設が必要になる
と考えますが、移設作業及びそれに関連する作
業(ｼｽﾃﾑ停止・復旧・試験など）は本事業範囲外
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

3 3 1 3 (6) 事業期間

事業期間内に、既存施設・設備が事業者の責任
以外の理由（老朽化など）により修復不可能な
故障等が発生し、急遽更新が必要となった場合
は、添付資料15リスク分担のとおり貴市の負担
で更新頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 4 1 3 (7) 事業方式

水道法に基づく本事業に係る許認可は貴市が主
体的に協議を継続されるとの理解でよろしいで
しょうか。

ご理解のとおりです。

5 4 1 3 (7) 事業方式

水道法に基づく本事業に係る許認可に基づく計
画浄水量の変更に関するリスクは貴市との理解
でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 8 2 2 (2)
施設の立地条

件

図1の敷地境界内において、排水処理施設南側
（左側）に位置するスペースを建設工事期間中
の事務所用地として使用することは可能でしょ
うか。

ご質問の用地は本市で使用する
予定があるため、事業者が使用
することは想定していません。

7 10 2 3 前提条件

「更新の過程で撤去対象施設である既存施設を
一時利用することも可能とする」と記されてい
ます。場内スペースが限られていることから、
例えば、「第2浄水池」「第3浄水池」の上部
に、資機材を仮置きすることも考えられます。
安全性を確認するため、これらの施設の設計時
の構造計算書、または耐震診断計算書をご提示
ください。これらが無い場合には、鉄筋量、壁
厚が分かる資料をご提示ください。

設計時の構造計算書、耐震診断
計算書はありませんが、鉄筋
量、壁厚が分かる資料として
は、閲覧可能資料10をご確認く
ださい。

8 10 2 3 - - 前提条件

作業時間帯の前提条件を確認させてください。
通常作業時間帯は、8:00～17:00と考えてよろし
いでしょうか。

平日の作業時間帯は、8：30～
17：00となります。
なお、要求水準書P.37「5.周辺
住民の配慮に関する事項」を厳
守してください。

9 10 2 3 - - 前提条件

休日等についての前提条件を確認させてくださ
い。休日は、土日・祝日が対象と思いますが、
作業工程上作業の可能性があります。時間帯・
休工日等の規定はありますでしょうか。

休工日等の規定はありません
が、法令等を踏まえた上で、協
議により作業可能となります。

10 10 2 3 - - 前提条件

2024年4月1日より建設業に適用される労働時間
の上限規制について、本事業において発注者で
ある下関市上下水道局は適正な工期設定を行う
必要があると考えます。適正な労働時間を確保
するためには、休日、準備期間等を確保した施
工上必要な日数確保が必須ですが、契約後に行
う事前調査および設計の結果、受注者の責めに
帰すべき事由ではなく工期延伸の可能性が明確
になった場合は、契約変更していただけるとの
認識でよろしいでしょうか。

受注者の責めに帰すべき事由に
よらず工期延伸が必要となった
場合には協議に応じます。
ただし、提案時の検討が詳細設
計時と比べて不十分であること
を理由とする工期延伸は受注者
の責めに帰すべき事由であり、
契約変更の対象とはなりませ
ん。

11 10 2 3 （5） - 前提条件

「工事時の搬出入車両の制限は、延べ100 台 日
程度とし、浄水場の運用に支障がないようにす
ること。」とありますが、「延べ100台」とは、
ダンプトラック・資材運搬トラック・生コン車
等の大型車両のみがカウントされるものであ
り、作業のためのライトバン等の普通車両は除
外されるとの認識でよろしいでしょうか。

工事時の搬出入車両とは、いわ
ゆるダンプトラック、資材運搬
トラック、生コン車、アジテー
タ車等の工事車両を想定してい
ます。ただし、作業のためのラ
イトバン等の普通車両は除きま
す。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

12 11 2 4 （2）
原水水質及び

浄水水質

殺藻目的の塩素処理の実施に際して(中略）、万
一、残留塩素濃度の影響により統合着水井以降
の処理において以下の支障（アからウ）が生じ
た場合は本市がその責めを負うものとする。」
とされていますが、想定される項目はアからウ
ですが、現時点で想定しえない影響もあると思
いますので、「エ　その他残留塩素濃度の管理
に不備があったことにより生じる支障」の追加
を要望致します。

ご提案の「エ」については、結
果として生じる事象がア～ウに
含まれるものと考えています。
なお、本市が実施する塩素処理
に関するリスクについては、リ
スク分担表も併せてご確認くだ
さい。

13 11 2 4 （2）
原水水質及び

浄水水質

原水水質(最大値)のうち、色度61度については
濁度200度に上昇時の条件であり、継続時間は濁
度と同等との理解でよろしいでしょうか。

色度61度については、濁度200度
に上昇時とは異なる時期に発生
しています。ただし、濁度の上
昇と色度の上昇には相関が認め
られるため、濁度と同様の継続
時間であると想定しています。
添付資料17を参照してくださ
い。

14 11 2 4 （2）
原水水質及び

浄水水質

「本事業の原水水質(最大値）及び浄水水質の要
求水準は表5に示すとおりである」とあります
が、原水水質は事業者への引き渡し水質との理
解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

15 11 2 4 (2) ウ
原水水質及び

浄水水質

残留塩素について、貴市からの管理目標値
1.0mg/Lを超える指示があった場合、消毒副生成
物の管理目標値超過は免責頂けるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 13 2 4 (3) 耐震性能

要求する耐震性能を確保するためには、目標と
する地震動を想定しなければなりません。想定
される地震動の時刻歴波形はご提示いただける
のでしょうか。それとも、地表面加速度や震度
階のみのご提示となるのでしょうか。

本市から解析条件（時刻歴波
形、地表面加速度、震度階等）
の提示はしませんので、水道施
設耐震工法指針・解説等に準拠
して事業者がご検討ください。
なお、解析手法や地震動の設定
方法等については、設計段階で
本市と協議の上で決定するもの
としますが、提案段階において
も、山口県地域防災計画及び下
関市地域防災計画等も併せてご
確認いただき、想定した地震動
の根拠（設定方法等）を明確に
示してください。

17 13 2 4 (3) 耐震性能

耐震工法指針には、構造解析手法やモデルは、
様々な手法が示されています。用いる手法に
よって、壁厚や鉄筋量が大きく変わります。要
求する耐震性能が確保できることが定量的に示
すことができれば、指針に示されたものであれ
ばどの様な手法でも良いでしょうか。

最新の水道施設耐震工法指針・
解説等に準拠して事業者がご提
案ください。
なお、提案書において選択され
た手法の根拠を明確に示してく
ださい。

18 13 2 4
（3）
（4）

-
耐震性能
耐用年数

土木構造物と建築構造物の分類として、水槽を
伴う鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリー
ト造以上の構造物は土木構造物であり、それ以
外が建築構造物であるとの認識でよろしいで
しょうか。

事業者提案による対象施設の用
途や構造を踏まえ、適切な区分
を事業者でご判断ください。最
終的には建築主事による判断と
なりますので設計段階にご確認
ください。

19 13 2 4 (5)
事業期間終了
時における施

設の状態

「事業期間終了後1年以内に更新を要することが
ない状態で引き渡す」となっていますが、事業
期間中においても修繕は事業者、更新の場合は
貴市という趣旨から判断して、事業終了後1年以
内に更新するものであっても、事業期間内での
運転管理が適切にされている場合、貴市が更新
されるとの理解でよろしいでしょうか。

適切な維持管理が行われた上で
更新時期を迎えた施設・設備は
本市が更新します。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

20 16 2 5 (4) 雨水排水

既設場外道路側溝の流下能力を超える量を排水
することになる場合の施設整備は、貴市負担と
考えて良いでしょうか。

現地更新であり既存敷地面積は
変わらないことから、既存施設
と同程度の雨水・排水設備を想
定していますが、既設場外道路
側溝の流下能力を超える量を排
水することになる場合は、本
市、事業者及び関係機関が協議
し、場外の施設整備が必要な場
合は本市負担とします。

21 16 2 5 (4) 雨水排水

既存の場内雨水排水施設の設計時の降雨強度、
確率年、今回設置する雨水排水施設の降雨強
度、確率年についてご提示ください。

既存資料はありませんので、降
雨強度、確率年については、山
口県ＨＰ掲載の「山口県降雨強
度曲線式」を参考としてくださ
い。

22 16 2 5 (4) 雨水排水

添付資料8　図5排水口位置図は、雨水排水の排
水接続先を記して頂いているかと思います。こ
の具体的な配管について、添付資料1の全体配置
図にも記載いただけませんでしょうか。添付資
料1では、排水口1付近には、管路が記載されて
いません。排水口2、3付近には、複数の管路が
記載されています。

図５の排水口位置図は余剰原水
の排水口を示しています。雨水
排水先は、閲覧可能資料27に示
すとおりです。

23 18 3 3 - - 事前調査業務

事前調査により新たに把握した事項について基
本設計に反映するものと思いますが、本調査結
果によって新たな事象が発生し、公告資料と差
異が発生した場合は、金額の変更を伴う契約変
更の対象との認識でよろしいでしょうか。

公募要項等で事前に想定できな
い変更が生じた場合は、協議に
応じます。

24 18 3 3 - - 事前調査業務

実施方針時の質問にて、『現地調査の結果、公
表図面との差異が発生した場合は精算対象との
理解でよろしいでしょうか。』との質問に対し
『資料等から推測される内容から著しく異なる
ことについて事業者に予見できないことを明確
に示した場合に限り、協議に応じます。』との
回答がありましたが、事前調査は、公表されて
いる資料のみでは設計上の判断がつかない（予
見できない）ために行う行為でありると認識し
ております。ここで言われている「予見できな
いことを明確に示した場合」とは、公表されて
いる資料と事前調査結果の資料を比較して差異
を証明することとの認識でよろしいでしょう
か。

事前調査結果によって判明した
差異が、資料等によって予見で
きなかったことを明確に示した
場合となります。

25 18 3 3 - - 事前調査業務

実施方針時の質問にて、『現地調査の結果、公
表図面との差異が発生した場合は精算対象との
理解でよろしいでしょうか。』との質問に対し
『資料等から推測される内容から著しく異なる
ことについて事業者に予見できないことを明確
に示した場合に限り、協議に応じます。』との
回答がありましたが、ここで言われている「協
議に応じます」とは、具体的に「金額の変更を
伴う契約変更に応じる」との意味であるという
認識でよろしいでしょうか。

公募要項等で事前に想定できな
い変更が生じた場合は、契約金
額への影響も含めて協議に応じ
ます。

26 19 3 3 (2) カ
業務の実施に
当たっての留

意事項

現地調査を実施し、公開頂いた図面・資料では
確認できない差異が発生した場合に、費用精算
を伴う設計変更の協議を実施頂けるとの理解で
よろしいでしょうか。

公募要項等で事前に想定できな
い変更が生じた場合は、協議に
応じます。

27 19 3 3 (2) ク
業務の実施に
当たっての留

意事項

「新型コロナウィルス感染症対策については国
土交通省ガイドライン等を参考に実施するこ
と」とありますが、国土交通省によって建設産
業向けに通知や通達された新型コロナウィルス
感染症対策に基づいて実施するとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、新型コロナウイルス感
染症対策について、本市が了承
した内容で、事業者側が一定の
感染予防策を講じていた状況が
確認されることが前提です。

28 20 3 4 (1) ウ 業務の内容

「国庫補助金交付申請等のための書類作成等の
支援を行い」とありますが、補助要件として
「高度浄水処理等整備費」以外に、何を想定さ
れていますでしょうか。

現時点では高度浄水処理等整備
費を想定しておりますが、ご提
案内容のうち厚生労働省に限ら
ず交付金、補助金の申請が可能
な施設、設備等がある場合は、
本市が行う申請の支援を本業務
に含みます。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

29 20 3 4 (1) ウ
水道事業変更

認可

「水道事業変更認可の要件に該当する施設」
は、「水道施設変更認可の要件に該当する施設
を建設する場合は」と捉え、浄水処理方法の変
更を要件と考えてよろしいでしょうか。

水道事業等の認可等の手引き
（令和元年9月版）において、水
道事業の変更認可が必要となる
事業内容の変更のうち、「浄水
方法の変更」とは「既認可の浄
水処理工程に変更を加えるこ
と、又は当該施設の処理目的の
変更や、大幅な設計諸元の変更
を行うことである」と定義され
ていますので、ご質問の「建
設」のみに限定されるものでは
ないと考えます。
事業者提案の実施に必要な申請
書類等の作成を適切な時期に完
了してください。

なお、ご質問の「浄水処理方法
の変更」は同手引きにあるよう
に「浄水方法の変更」が正しい
と考えますが、これを要件とし
ます。

30 20 3 4 (1) ウ 会計検査対応

会計検査の対応は、会議に同席し説明を行うこ
とも含まれるでしょうか。また、事業期間内に
検査対象になった場合と捉えてよろしいでしょ
うか。

会計検査への同席は必要ありま
せんが、市の求めに応じて助言
を頂ける対応を想定していま
す。基本的には事業期間内を想
定していますが、事業期間外で
あっても協力を依頼する場合が
あります。

31 20 3 4 (1) 表10 水位条件

山口県営第3分水槽のLWLが示されていますが、
第3分水槽から浄水場までの配管縦断図の提供を
お願いします。

関係機関と協議した結果、参加
資格要件を満たしていると認め
られた応募者に限り、当該資料
の閲覧を可能とします。閲覧を
希望する場合は、参加資格確認
通知書の受理後に、担当課（浄
水課）までご連絡ください。

32 22 3 4 (3)
ア

(サ)
詳細設計業務

将来的な敷地内での更新を考慮した配置とする
こと。とありますが、将来更新時の処理フロー
や計画浄水量は提案によるとの理解でよろしい
でしょうか。

本事業で整備した施設を将来更
新する際の処理フローや計画浄
水量の提案は求めていませんの
で、将来の施設更新時のスペー
スや設備の切替等への配慮につ
いてご提案ください。

33 22 3 4 (3)
ア

(ヒ)
テロ対策

貴市が想定される、配置に当たって考慮するテ
ロ対策とは、どのようなものでしょうか。各建
物にテロ対策として求められる具体的な事象を
ご提示ください（第三者の侵入ができないな
ど）。

浄水施設へのテロ行為について
は、場外からの危険物（毒物）
等の投げ込み等を想定していま
す。
なお、必要となるテロ対策につ
いては、配置計画等により変
わってくると考えますので、厚
生労働省医薬・生活衛生局水道
課作成のテロ対策マニュアル等
策定指針（改訂版）令和３年３
月に従い、ご提案ください。

34 22 3 4 (3)
ア

(ヒ)
テロ対策

発注者にて想定しているテロの事象があればご
教示ください。

浄水施設へのテロ行為について
は、場外からの危険物（毒物）
等の投げ込み等を想定していま
す。
なお、必要となるテロ対策につ
いては、配置計画等により変
わってくると考えますので、厚
生労働省医薬・生活衛生局水道
課作成のテロ対策マニュアル等
策定指針（改訂版）令和３年３
月に従い、ご提案ください。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

35 23 3 4 (3) イ 導水管

導水管は必ずしも耐震管でなくてもよろしいで
しょうか。

導水管は耐震性能、法定耐用年
数を有したものとしてくださ
い。ただし、現状使用している
導水管については、予備管とし
て残置しますので対象外としま
す。

36 23 3 4 (3) イ 導水施設設計

山口県営第５分水槽と１号着水井の間に位置す
る分水槽に近接して、電柱が建てられていま
す。工事に支障があり電柱の移設・復旧等が必
要な場合、その費用は当事業の建設費に含まれ
るのでしょうか。

ご理解のとおりです。

37 23 3 4 (3)
イ

(ア)
導水施設設計

「導水管の更新後に不要となる既設管は、原則
として撤去すること」とあります。また、「な
お、残地する場合は、本市と協議の上、決定す
ること」とありますが、工期短縮等の合理的な
理由で既設管を残地することを提案した場合、
当然その時点では下関市上下水道局との協議を
行うことができないため、契約後の協議におい
て合理的もしくは合理的でないと判断されるか
わかりませんが、優先交渉者選定時点では、要
求水準未達のため「失格」とはならないと判断
されるとの認識でよろしいでしょうか。

「残置する場合」とは、現時点
では、撤去することが著しく困
難な八幡川横断部のみを想定し
ています。当該部分を残置する
場合については要求水準書未達
としませんが、当該部分以外の
導水管の更新後に不要となる既
設管については撤去としてご提
案ください。なお、事前調査業
務等により撤去困難であること
が明確になった場合には、別途
協議に応じます。

38 23 3 4 (3)
イ

(ウ)

詳細設計業務
内日貯水池か
ら統合着水井

の導水管

木屋川水系に異常が発生した場合に内日貯水池
から導水する必要がありますが、既設第3ポンプ
室のポンプ吐出配管及び既設連絡管のフランジ
規格はJIS10Kで施工されていると思われます。
今回施工する連絡管のフランジ規格はJIS10Kで
よろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

39 24 3 4 (3)
ウ

(イ)
ｅ

詳細設計業務
原水ポンプ槽

原水ポンプ槽に「溢水対策として越流設備を設
けること」とありますが、統合着水井で112千
m3/日の越流設備を設けることが前項で要求され
ています。供用することで原水ポンプ槽の越流
設備を削除することは可能でしょうか。

要求水準書に記載のとおり、統
合着水井で余剰原水
（112,000m3/日）が排水できる
ことと、原水ポンプ槽に越流設
備を設ける条件を満たしてくだ
さい。

40 35 3 4 (3)
カ

(エ)
雨水排水

接続先となる既設場外道路側溝の流下能力につ
いて、ご提示ください。

関係機関と協議した結果、既設
場外道路側溝の流下能力は提示
できません。

41 36 3 4 (3) キ 施設撤去設計

コンクリート構造物の撤去に関して、躯体およ
び均しコンクリート等は全て撤去し、基礎砕石
は残置するものと考えてよろしでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、事前調査業務等により
撤去後の施設整備に支障が確認
された場合は、協議によりま
す。

42 36 3 4 (3) キ 施設撤去設計

1号着水井に近接して、場外の歩道脇に電柱が建
てられています。工事に支障があり電柱の移
設・復旧等が必要な場合、その費用は当事業の
建設費に含まれるのでしょうか。

ご理解のとおりです。

43 37 3 5 周辺配慮

家屋調査を行う範囲を想定されていればご教示
ください。

本市による想定はしていません
ので事業者でご提案ください。

44 37 3 5 イ
周辺住民の配
慮に関する事

項

騒音・振動に関する周辺への影響範囲につい
て、事前に検討あるいは想定されておられる際
は、それらの情報をお示しください。

本市による想定、検討はありま
せんので、騒音・振動に関する
規制等を踏まえてご提案くださ
い。

45 37 3 5 - -
周辺住民の配
慮に関する事

項

周辺住民及び関係団体への説明とありますが、
貴市が想定される関係団体をご教示ください。

地元自治会、まちづくり協議会
等の地元団体のほか、長府支
所、東消防署、長府警察署、小
学校、中学校、高等学校、幼稚
園、保育園等の官公署や施設の
関係者及び関係交通機関を想定
しています。
なお、周辺住民については、境
界近辺の地権者を含んで想定し
ています。
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No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

46 37 3 5
周辺住民の配
慮に関する事

項

「事業者は、本事業が周辺環境に与える以下の
要因について検討し、その対策を講じるこ
と。」との記載がありますが、事業者が対策を
講じるべき範囲は、公募要項 別紙2リスク分担
表 1.5社会における「住民対応」と「環境問
題」に基づき決定されるとの理解でよろしいで
すか。

本事業が周辺環境に与える要因
について、周辺住民等への説明
を本市と協力して行うことを定
めた事項であり、業務の範囲を
記載したものです。リスク分担
表とは示す内容が異なります。

47 38 3 7 (2)
ア

(エ)

建設工事の実
施に当たって
の留意事項

「新型コロナウィルス感染症対策については国
土交通省ガイドライン等を参考に実施するこ
と」とありますが、公募要項等が公表された令
和3年8月16日時点と建設工事実施段階で内容が
異なる場合、対応について費用面含め協議に応
じて頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

公募要項等の公表時点と内容が
異なる場合の対応は、協議に応
じます。

48 39 3 7 （2）
ア

(コ)

水道事業変更
確認許可につ

いて

「水道事業変更認可の要件に該当しない施設の
工事については、本市の承諾を受けることで早
期着手可能となる」とありますが、現在使用し
ていない緩速ろ過池の設備は水道事業変更認可
の要件に該当しない施設との認識でよろしいで
しょうか。

長府浄水場の緩速ろ過池は、平
成25年4月11日の下関市水道事業
変更認可申請において「廃止」
となっています。現状も使用し
ていませんので、今回予定する
水道事業変更認可との関連はな
いものと考えています。

49 39 3 7 （2）
イ

(イ)
工事工程

「令和15年(2033年）4月1日までに浄水施設の全
部（88,000m3/日）を供用開始させること。」と
ありますが、本文の「全部」とは計画浄水量の
全部を指し、浄水施設を管理用建物含め全体を
完成を指すのではないと理解致します。公募要
項P.2の最終行に「完全供用開始」との記述があ
りますので為念確認致したく存じます。

ご理解のとおりです。

50 40 3 7 (2)
カ

(ア)
計画通知

計画通知の提出に既存の検査済証が必要になり
ますが、貸与いただけると考えてよろしいで
しょうか。検査済証が貸与いただけない場合は
建築指導課の指導により対応が必要ですが、そ
の費用は本事業に含まないと考えてよろしいで
しょうか。

既存の検査済証または台帳記載
事項証明書を貸与します。

51 46 4 2 （2） カ 運転管理業務

藻体破壊されていない植物プランクトンの流入
が発生した場合は、貴市の指示により前塩素処
理を行うとありますが、生物接触ろ過(上向流）
＋凝集（＋粉末活性炭）＋沈殿＋急速ろ過の場
合、図5に示されるように凝集池での注入を想定
されているとの理解でよろしいでしょうか。

想定フローは一例として示して
いるものであり、事業者提案の
浄水処理フローに応じて、最適
な注入箇所を設定してください

52 46 4 2 （2） カ 運転管理業務

藻体破壊されていない植物プランクトンの流入
が発生した場合は、貴市の指示により前塩素処
理を行うとありますが、図5に示されたフローの
場合、粉末活性炭の注入が必要となります。貴
市の指示で行た前塩素および、塩素注入により
発生したカビ臭の除去のための粉末活性炭の費
用は貴市の負担との理解でよろしいでしょう
か。

本市の指示により粉末活性炭の
使用量が増加した場合は本市の
負担にて対応します。

53 46 4 2 （2） カ 運転管理業務

藻体破壊されていない植物プランクトンの流入
が発生した場合は、貴市の指示により前塩素処
理を行うとあります。消毒副生成物低減の観点
より、極力前塩素を注入しない運転を行うと考
えますが、原水水質によっては植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ流入
時の貴市指示以外で前塩素が必要となることが
あると思います。その際は事業者による注入が
可能との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

54 50 4 12 (1)
光熱水燃料調
達管理業務

「事業者が使用した光熱水燃料は事業者の負担
であり、浄水処理及び排水処理及び送水に必要
な電力は貴市の負担」とありますが、管理用建
物は浄水処理と一体をなすものであるため、管
理用建物の電力は貴市負担との理解でよろしい
でしょうか。

管理用建物内で事業者が使用す
る事務室・休憩室等の電力につ
いては、事業者の負担になりま
す。

55 51 4 13 (2) ア 耐用年数

耐用年数を評価するにあたり、試運転期間も考
慮いただきますようお願いいたします。

地方公営企業法で定める法定耐
用年数は供用開始日を基準とし
ており、本市が定める目標耐用
年数についても同様の考えとな
ります。
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56 54
閲覧可能資料

リスト20

平成29年度　上下水道局事故対応マニュアル
が、最新のマニュアルとの理解でよろしいで
しょうか。近年の新型コロナウィルス対策の貴
市での実施状況の把握が目的の質問です。

平成２９年度　上下水道局事故
対応マニュアルについては、現
時点で最新のものですが、感染
症の対応については特に記載が
ありません。
また、新型コロナウイルス感染
症対策の実施状況としては、感
染状況や国・県・下関保健所の
対応状況を踏まえ、適宜対策を
実施している状況であり、マス
ク着用の徹底、執務室内への消
毒剤や飛沫防止シートの設置、
換気の徹底等の一般的な感染防
止対策に加え、長府浄水場で運
転管理に従事する交替勤務職員
については、勤務前の健康観
察、非接触による引継ぎ、感染
者があった場合のバックアップ
体制の構築（過去経験者のリス
ト化や研修の実施）といった対
策を実施しています。
なお、今後、新型コロナウイル
ス感染症対策に係るマニュアル
等を整備した際に、事業者提案
との差異が生じ、本市が対応を
求める場合は、別途協議するこ
ととします。

57
添付
資料
6-10

- - - -
ボーリング

データについ
て

既存のボーリングデータは、概ね敷地外周部に
おいて実施されて、想定断面図を作成されてい
ますが、契約後に行う事前調査において主要構
造物施工位置にて、追加ボーリング調査を実施
する必要があります。追加ボーリング調査の結
果、添付資料6-10に示されている基盤線等に差
異が生じた場合は、基礎構造の変更が必要であ
るため、金額の変更を伴う契約変更の対象であ
るとの認識でよろしいでしょうか。

公募要項等で事前に想定できな
い変更が生じた場合は、協議に
応じます。

58
添付
資料
6-10

- - - -
緩速ろ過池の
排水に関して

推定地質断面図を見ると、地下水位は現地盤か
ら-1.0m程度に位置していることがうかがえま
す。8/24に行われた現地説明会の時に緩速ろ過
池を確認しましたが、地下水は確認できません
でした。そこで、現状、緩速ろ過池の排水はど
のような方法およびルートで行っているので
しょうか。ご教示ください。

緩速ろ過池は地下水が流入する
構造とはなっていません。雨水
に関しては、緩速ろ過池の下ド
レンが常時開であり、緩速ろ過
池排出水回収ポンプ経由で、1号
着水井出口に回収しています。

59
添付
15

2 2.3 地中埋設物

地中埋設物に関するリスクは事業者負担となっ
ていますが、リスクの有無を検討するための資
料（図面）等は全て提示頂けるものとの理解で
よろしいでしょうか。また提示いただいた資料
から判断できないリスクが生じた場合は貴市の
負担と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、現
時点での公表資料、閲覧可能資
料にて全て提示しているものと
お考えください。

60
添付
15

3 3.2
維持管理業務
（新設対象施

設）

原水の水量・水質変動において、「本市が実施
する前塩素処理」とは、要求水準書P.46、２(1)
カにある、貴市の指示により行う前塩素処理を
指しているとの理解でよろしいでしょうか。

要求水準書P46、２(１)カに示す
塩素処理は事業者が実施するも
のであり、要求水準書P7、１
(８)にある「統合着水井に導水
する前の原水」に対して本市が
行う塩素処理及びP11、４（２）
に示す塩素処理は本市が行うも
のとなります。

61
添付
21

必要備品ﾘｽﾄ

事業者が設置する備品に関して、修理は事業者
負担とし、買替は貴市負担との理解でよろしい
でしょうか。また、貴市が設置する備品に関し
ては、修理、買替とも貴市負担との理解ですが
よろしいでしょうか。

前段、後段ともにご理解のとお
りです。



モニタリング基本計画に関する質問書への回答
No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

1 1 1 (2)

モニタリング
基本計画とモ
ニタリング実
施計画との関
係

「本市は事業者と協議しモニタリング実施計画
書を作成する。」とありますが、市が作成され
るモニタリング実施計画書はいつ頃作成される
予定かご教示願います。

基本協定締結後から事業者と協議
を行い、事業契約締結後に作成予
定です。

2 1 1 (2)

モニタリング
基本計画とモ
ニタリング実
施計画との関
係

「対象のセルフモニタリング業務計画書を作成
し、」とありますが、いつ頃提出すればよいか
ご教示願います。

設計・建設工事については、要求
性能確認計画書を本市の承認を受
けた後、設計業務等の着手前に提
出して下さい。
施設維持管理業務委託について
は、要求性能確認計画書を本市の
承認を受けた後、施設維持管理業
務を開始する3ヵ月前までに提出
してください。

3 3 2 (1) ア
設計業務のモ
ニタリング

事業者とは、設計・建設JVの代表企業が市との
協議を行うものと考えております。このような
理解でよろしいでしょうか。

設計に関する協議内容について
は、代表企業に加え、建設JVから
設計業務を受託する構成企業の参
加が必要であると考えています。
なお、代表企業の出席は必須とし
ますが、設計業務以外のモニタリ
ングについても、協議内容に応じ
て、協議を効率的に進めることが
出来る出席者を選定してくださ
い。

4 3 2 (1) ア
設計業務のモ
ニタリング

セルフモニタリング業務計画書とありますが、
本書については、設計・建設を含めた業務計画
書を１つで作成するものと考えております。こ
のような理解でよろしいでしょうか。

設計業務と建設工事で分けて作成
してください。

モニタリング-1



優先交渉権者選定基準に関する質問書への回答
No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

1 2 4 - - -
優先交渉権者
決定までの手
順

構成企業に「市内」業者を含めることができな
かった場合でも、「参加資格を満たさない」と
の判断で「無効（失格）にはならない」との認
識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

2 2 4 - - -
優先交渉権者
決定までの手
順

本業務の入札方式は、公募型プロポーザル方式
であるため、提案書の基礎審査は「要求水準を
満たすための応札参加者の実績・技術力・体
制」を評価するという認識でよろしいでしょう
か。

ご質問の意図が明確ではありま
せんが、本市は「参加者の実
績、技術力、体制」を基にした
長府浄水場更新事業についての
要求水準を満たす具体的かつ有
用な提案を求めております点に
ついてはご理解いただきますよ
うお願いいたします。なお、基
礎審査は提案書の内容が要求水
準を満たしているかについて審
査を行い、その審査について
は、優先交渉権者選定基準に記
載のとおりです。

3 2 4 - - -
優先交渉権者
決定までの手
順

【定量化審査（性能評価）】におけるプレゼン
テーションには、何名参加可能でしょうか。ま
た、Teams等を使用しての参加は可能でしょう
か。

新型コロナウィルス感染症の蔓
延状況等も加味しながら今後検
討する予定です。なお、プレゼ
ンテーションの詳細は提案書を
提出頂いた応募者のみに連絡し
ます

4 5 6 （2） - -
定量化審査
（性能評価）

本業務の発注方式は「公募型プロポーザル方
式」であるため、提案段階では「設計案を求め
ていない」という認識ですが、技術提案書と合
わせて図面集の提出が求められております。こ
こで、図面集は要求水準が達成されているか判
断するための資料であり、「表2 採点基準」で
記載されている評価ランクは、「（評価のポイ
ント）」に記載されている内容に対する応札参
加者の「実績・技術力・体制」にて評価すると
の認識でよろしいでしょうか。

図面集は優先交渉権者を選定す
るための技術提案書と一体のも
のとなります。また、評価につ
いては別表１の評価の視点によ
り下関市上下水道事業経営審議
会が評価します。

5 7 8
審査結果の通
知及び公表

評価の結果及び選定過程の透明性を確保するた
めに必要な資料を公表するとありますが、公表
された資料を説明いただく機会を設けていただ
けませんでしょうか。

公表資料について、説明する機
会は設けません。

6 8
別表
１

3 3-2

工期
短縮
につ
なが
る方
策

工期短縮

特に工期短縮に関する具体的な提案を評価する
とありますが、日数の多少で評価させるので
しょうか、また評価の基準となる短縮日数があ
ればご提示ください。

工期短縮だけでなく提案工期を
遵守するための取組内容等を総
合的に評価します。なお、評価
の基準となる短縮日数は公表し
ません。

7 8
別表
１

3 3-2

工期
短縮
につ
なが
る方
策

施工手順

施工計画、施工手順の確実性を示すために、過
去の工事件名や発注者等を記載することは、応
募者を特定できる表現に該当しないでしょう
か。

過去の工事件名や発注者等の記
載をお考えになられている場合
は、特定できないような記載を
お願いします。

8 8
別表
１

5 5-1
地域
経済

市内業者、市
内消費

市内業者への発注金額や市内産品の購入金額に
ついて評価するとありますが、評価の基準とな
る金額があればご提示ください。

評価の基準については、公表す
る予定はありません。

優先交渉権者-1



様式集に関する質問書への回答
No ページ 大項目 中項目 小項目 細項目 項目名 質問内容 質問への回答

1

47
51
52
53
54
55
56
57
58
60

本業務の発注方式は「公募型プロポーザル方
式」であるため、提案段階では「設計案を求め
ていない」との認識ですが、技術提案書と合わ
せて図面集の提出が求められております。この
図面は、提案段階における入札金額算出の根拠
であり、契約後に行われる事前調査を踏まえて
行う基本設計および詳細設計結果において提案
段階で提出した図面集から変更が生じた場合
は、金額の変更を伴う契約変更の対象となると
の認識でよろしいでしょうか。

図面集は優先交渉権者を選定する
ための技術提案書と一体のものと
なります。事前調査結果にて公表
資料等から推測される内容から著
しく異なることについて、事業者
が予見できないことを明確に示し
た場合、契約変更の対象となるか
について協議に応じます。

2
様式
Ⅲ-1

提出図書一覧
表

資料③-19「施工ステップ図」は、様式Ⅳ-16更
新手順の図面集「更新手順図（更新ステップ
図）を指し、資料③-20「設備更新手順図」は、
様式Ⅳ-13電気・計装設備設計（運転操作設備、
計装設備、監視制御設備）の図面集「更新手順
図」を指すとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
なお、ご質問の資料③-19は③-18
「施工ステップ図」の誤り、③-
20は③-19「設備更新手順図」の
誤記であるものと推察します。

3
様式
Ⅳ-6

2-2 導水施設設計

様式タイトルが導水施設設計ですが、様式への
記載内容は導水管の整備内容について記載する
ようになっています。導水管は導水施設を指し
ているとの理解でよろしいでしょうか。

当該様式に記載した提案のポイン
トに示すように、点検や清掃等の
維持管理等の提案も評価対象とす
るため、導水管に関連する施設も
含めて提案内容を記載してくださ
い。

様式集-1



基本協定書（案）に関する質問書への回答

No ページ 大項目
中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

1 1 - 3 2
本市及び事業
者の責務

「公募要領等に記載の条件を十分に理解し、こ
れに同意したこと」との記述がありますが、本
質疑を通じた確認事項、及び貴市と本件事業者
間で交渉の上別途合意した事項等については、
「公募要領等に記載の条件」に優先して適用さ
れることを為念確認致したく存じます。

公募要項、要求水準書、モニタリ
ング基本計画及び優先交渉権者選
定基準に対する質問書の回答は、
対象の文書と一体のものとして取
り扱います。また、基本協定書
（案）に関する質問書の回答は、
当該協定書に対する解釈として取
り扱います。
なお、優先交渉権者決定後の契約
協議等により、提案書等の修正を
した上で事業契約を締結しますの
で、「別途合意した事項」につい
ては、想定がありません。

2 1 - 3 3
本市及び事業
者の責務

「貴市の要望事項の尊重」に関して、万一、公
募要項等に記載の前提条件と異なる要望が出さ
れこれを反映する場合には、必要となる納期・
価格調整等について別途協議とさせて頂きたく
お願いします。

公募要項等の前提条件と異なる内
容を市が要望することは想定して
おりませんが、その場合はご質問
の協議に応じます。

3 2 - 5 1 賠償金の予定

本条に定める賠償金は、消費税法における「資
産の譲渡等」に当たらず消費税は不課税ではな
いかと思われます。

本条の消費税相当額の加算は、消
費税としての課税を意味するでは
なく、賠償金の算定基礎に含める
という意味ですので原案のとおり
とします。

4 2 - 7 1
事業契約の不
成立

第3条第3項（本市及び本件事業者の義務）に言
う「貴市の要望事項」の反映に当たり、協議が
整わないことによって本件契約が不成立となっ
た場合には、本項に言う「本件事業者の責めに
帰すべき事由」には当たらないとの理解でよろ
しいですか。

本市の要望事項の内容によって、
責めに帰すべき対象者の判断が異
なるものと考えます。

5 2 7 2
事業契約の不
成立

市の責めに帰すべき事由により、事業契約の締
結に至らなかっ場合、既に事業者が本事業の準
備に関して支出した費用は「合理的な範囲にお
いて」市の負担とする、あります。
事業者の責めに帰すべき事由により、事業契約
の締結に至らなかっ場合においても、市が本事
業の準備に関して支出した費用は「合理的な範
囲において」事業者が負担する、との理解で良
いでしょうか。

事業者の責めに帰すべき事由によ
り、事業契約に至らなかった場
合、本事業の準備に関して支出し
た費用は本件事業者の負担となり
ます。

6 3 - 9 3
（2）
（3）

秘密保持義務

下関市情報公開条例において、「公開すること
により当該法人等又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがある
もの」は公開義務の対象から除外することがで
きる旨の規定があることから、開示要否・開示
範囲等について事前に両者間で協議させて頂け
るとの理解でよろしいですか。

第9条第3項第2号及び第3号は法令
や権限ある官公署の命令に従う場
合で、協議の対象とはいたしませ
ん。

7 3 - 9 3 （5） 秘密保持義務

事業者のノウハウ、営業秘密等が秘密保持義務
を負わない者に無制限に開示されてしまうと、
本件事業者の以降の事業運営に大きな影響を与
えることが危惧されます。開示要否・開示範囲
等について事前に両者間で協議させて頂けると
の理解でよろしいですか。

議会の情報提供の要請については
最大限の尊重が必要で、その前提
で協議する事は差し支えありませ
んが、最終的には本市が判断し、
決定します。なお、協議が必要と
なるノウハウ及び営業秘密等の該
当箇所を示す資料と、その根拠と
なる書類を提案書と一緒に提出し
て下さい。また、変更があった場
合はその都度提出して下さい。

基本協定-1



No ページ 大項目
中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

8 3 - 9 3 （6） 秘密保持義務

事業者のノウハウ、営業秘密等が秘密保持義務
を負わない者に無制限に開示されてしまうと、
本件事業者の以降の事業運営に大きな影響を与
えることが危惧されます。少なくとも秘密保持
義務を課す必要があると共に、当該第三者に対
する開示要否・開示範囲等について事前に両者
間で協議させて頂けるとの理解でよろしいです
か。

開示情報の協議不調により本市が
第三者に委託できない事態が生じ
ることも考えられるので、協議す
ることは差し支えありませんが、
最終的には本市が判断し決定しま
す。なお、協議が必要となるノウ
ハウ及び営業秘密等の該当箇所を
示す資料と、その根拠となる書類
を提案書と一緒に提出して下さ
い。また、変更があった場合はそ
の都度提出して下さい。

9 4 - 14 3 有効期間

「本協定の有効期間終了後も、第5条、第7条及
び第9条の規定については、なおその効力を有す
る。」との記載ですが、第9条（秘密保持義務）
については際限なく義務を負うことは現実的で
はありませんので、秘密保持の有効期間を明示
ください（例えば、有効期間満了後5年間な
ど）。

原案のとおりとします。

10
質問回答書の
取扱い

本質問書及びその回答は、契約図書の一部とし
て取り扱われるとの認識でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。

基本協定-2



基本契約書（案）に関する質問書への回答

No ページ 大項目
中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

1 2 - 7 2
契約不適合に
関する責任

「当該契約不適合により維持管理JVに損害が生
じたときは、これを直接賠償することに合意す
る。」とありますが、契約構成上は、建設工事
請負契約と施設維持管理契約はあくまで別契約
であることから、すべからく直接賠償を行うこ
とが適切ではない場合も有り得ます。従い、事
案により別途協議とさせて頂きたく考えます。

契約不適合事例があった場合、そ
の内容・対応方法に関する協議を
行う予定ですが、市に負担が生じ
ない限り建設JVと維持管理JVの間
で賠償方法も協議することは妨げ
ません。

2 4 - 15 3
（2）
（3）

秘密保持義務

下関市情報公開条例において、「公開すること
により当該法人等又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがある
もの」は公開義務の対象から除外することがで
きる旨の規定があることから、開示要否・開示
範囲等について事前に両者間で協議させて頂け
るとの理解でよろしいですか。

第15条第3項第2号及び第3号は法
令や権限ある官公署の命令に従う
場合で、協議の対象とはいたしま
せん。

3 4 - 15 3 （5） 秘密保持義務

事業者のノウハウ、営業秘密等が秘密保持義務
を負わない者に無制限に開示されてしまうと、
本件事業者の以降の事業運営に大きな影響を与
えることが危惧されます。開示要否・開示範囲
等について事前に両者間で協議させて頂けると
の理解でよろしいですか。

議会の情報提供の要請については
最大限の尊重が必要で、その前提
で協議する事は差し支えありませ
んが、最終的には本市が判断し、
決定します。なお、協議が必要と
なるノウハウ及び営業秘密等の該
当箇所を示す資料と、その根拠と
なる書類を提案書と一緒に提出し
てください。また、追加及び変更
等があった場合はその都度提出し
てください。

4 4 - 15 3 （6） 秘密保持義務

事業者のノウハウ、営業秘密等が秘密保持義務
を負わない者に無制限に開示されてしまうと、
本件事業者の以降の事業運営に大きな影響を与
えることが危惧されます。少なくとも秘密保持
義務を課す必要があると共に、当該第三者に対
する開示要否・開示範囲等について事前に両者
間で協議させて頂けるとの理解でよろしいです
か。

開示情報の協議不調により本市が
第三者に委託できない事態が生じ
ることも考えられるので、協議す
ることは差し支えありませんが、
最終的には本市が判断し決定しま
す。なお、協議が必要となるノウ
ハウ及び営業秘密等の該当箇所を
示す資料と、その根拠となる書類
を提案書と一緒に提出してくださ
い。また、追加及び変更等があっ
た場合はその都度提出してくださ
い。

5 5 - 21 有効期間

７条については、本契約有効期間の満了時点で
責任が存続していることは通常想定されないた
め（建設工事請負契約書第66条1項では引渡しか
ら2年、重過失の場合10年とされている）、下記
のとおり、括弧書き部分を追記し、明確化をお
願いします。
「２　前項にかかわらず、第７条（建設請負工
事契約又は施設維持管理業務委託契約が中途解
除された場合において、建設工事請負契約の契
約内容不適合責任が残存している場合に限
る）、第13条及び・・・」

また、15条（秘密保持義務）については、際限
なく義務を負うことは現実的ではありませんの
で、秘密保持の有効期間を明示ください（例え
ば、有効期間満了後5年間など）。

第7条の規定は、建設工事請負契
約に基づく契約不適合責任が適用
される場合を想定したものです
が、本契約有効期間の満了時点で
当該適用がある場合に、第21条第
2項で存続する旨を規定していま
す。従って、ご趣旨は同じと思い
ますが、原案のとおりとします。
また、秘密保持期間についても、
原案のとおりとします。

基本契約-1



建設工事請負契約書（案）に関する質問書への回答

No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

1 2 1 1 2 (13) 総則

「公募要項」とは、本事業の公募に当たり発注
者が公表した公募要項及びこれに関する質問の
回答をいう。とありますが、令和3年8月16日公
表の入札説明書、要求水準書、モニタリング基
本計画、優先交渉権者選定基準、その他関連資
料に加え、令和3年3月8日公表の実施方針及び4
月15日付の質問回答を反映して頂けるとの理解
でよろしいでしょうか。

公募要項、要求水準書、モニタ
リング基本計画、優先交渉権者
選定基準、その他関連資料に記
載がない事項については、実施
方針及び実施方針に関する質問
回答書に効力があります。

2 2 1 1 3 総則

公募要項のリスク分担表に記載されている項目
と、要求水準書 添付資料15リスク分担で内容が
異なるところがあります（例えば、要求水準書
には住民対応の記載がありません）。
公募要項は第1条第3項で言及されていません
が、契約図書作成の前提となったものですの
で、契約図書の一部に該当するものと理解して
おります。この点、契約上でも明確にするた
め、要求水準書のリスク分担を補足するなどの
対応をいただきますようお願いします。

公募要項におけるリスク分担表
は「共通」事項について示し、
要求水準書におけるリスク分担
は「各業務」に特化した内容に
ついて詳細に示していますの
で、明確化していると考えま
す。

3 2 1 1 3 （1） 総則

質問回答で明確化された内容、別途貴市と書面
で合意した内容については、「この契約書」よ
り優先するものと理解致します。

建設工事請負契約書（案）に関
する質問書の回答は、当該契約
書に対する解釈として取り扱い
ます。また、優先交渉権者決定
後の契約協議等により、提案書
等の修正をした上で契約を締結
しますので、「別途貴市と書面
で合意した内容」については、
想定がありません。

4 2 1 1 3 （4） 総則

第（４）号の「設計図書」について、契約に基
づく成果物に過ぎず、契約構成図書そのもので
はないため、ここに入れる必要はないと考えま
すので、削除をお願いします。

原案のとおりとします。

5 3 1 2
関連工事との
調整

関連工事の調整の結果、事業者提案に追加費用
が生じた場合、貴市の事由による設計変更で精
算対象との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

6 3 1 2
関連工事との
調整

現時点で判明している関連工事があればご教示
ください。

現時点で判明している関連工事
は、
・長府浄水場～長府配水場間送
水管布設工事（令和6年度完了予
定）
・長府浄水場～日和山浄水場間
送水管布設工事（令和6年度完了
予定）があります。

7 3 1 3 1
地元関係者と
の調整

本事業において貴市が想定される建設に関する
地元関係者をご教示ください。

地元自治会、まちづくり協議会
等の地元団体のほか、長府支
所、東消防署、長府警察署、小
学校、中学校、高等学校、幼稚
園、保育園等の官公署や施設の
関係者及び関係交通機関を想定
しています。
なお、周辺住民については、境
界近辺の地権者を含んで想定し
ています。

8 3 1 3 1
地元関係者と
の調整

「建設に関する地元関係者との交渉等は、発注
者に確認の上 、受注者が自らの費用負担によっ
て行うものとする。」とありますが、交渉の結
果、工事仕様・内容に変更が生じた場合、貴市
にて費用負担いただけるとの理解でよろしいで
しょうか。

公募要項等で事前に想定できな
い変更が生じた場合は、協議に
応じます。

9 3 1 4 1 工程表

本契約の締結の日から５日以内に工程表を提出
することになっており、期限が短く設定されて
います。提案書に記載するものと同等のもので
良いとの理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、優先交
渉権者の選定から契約締結まで
に生じた協議内容を踏まえて、
必要な修正は反映して提出して
ください。
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No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

10 4 1 7 3
一括委任又は
一括下請負の
禁止

発注者による契約書案の確認については、本件
設計を当該構成企業に適切に請負わせる予定で
あることを確認する趣旨であるため、その概要
が確認できればよいものと理解します。従い、
発注額を開示する想定はしておりませんし、ま
た、詳細の文言調整について、その一言一句を
発注者に確認する趣旨ではないと理解していま
す。

ご理解のとおりです。

11 7 2 15 2
工事材料の品
質及び検査等

検査に「直接要する費用」とは発注者の人件
費・交通費等、発注者側が立ち会い等を行うに
あたり当然に必要となる費用は含まれないもの
と理解致します。

ご理解のとおりです。

12 8 2 17 1
設計図書の承
諾

貴市の承諾につきまして、期間の限定がないと
工程に影響を与えることに鑑み、受注者からの
提出後１４日以内にご判断いただきますよう宜
しくお願います。

工種毎の承諾期間は概ね２週間
程度を想定しています。

13 9 2 19 1
著作権の利用
等

著作権を譲渡するとなると、成果物に含まれる
受注者の知的財産権について、権利の輻輳を生
じる可能性があり、受注者の以降のビジネスに
支障が起こります。受注者は民間企業であるこ
とにも鑑み、著作権は受注者に留保し、貴市が
本事業を実施するにあたって必要となる範囲に
おいて、無償で実施権を許諾することとさせて
いただきたいと存じます。

事業者の申し出により都度協議
には応じますが、原案のとおり
とします。

14 9 2 19 2
著作権の利用
等

成果物には受注者のノウハウ、営業秘密が含ま
れるので、秘密保持条項との関係も踏まえ、
「自由に公表すること」は差し控えて頂きたく
お願いします。公表にあたっては、開示する内
容を両者事前に協議した上で、決定する運用と
させていただきますようお願いします。

事業者の申し出により都度協議
には応じますが、原案のとおり
とします。

15 10 2 22 1

要求水準書又
は設計図書の
変更に係る受
注者の提案

「請負代金額を低減することを可能とする施工
方法等の要求水準書又は設計図書の変更につい
て、発注者に提案することができる」とありま
すが、建設工事請負契約締結後は、条件変更
（27条記載）を除き、受注者から発注者へ請負
金額が増額となる提案ができないということで
しょうか。

ご理解のとおりです。

16 10 2 22 1
設計図書等の
変更に係る受
注者の提案

請負代金を低減する場合に設計図書等の変更を
提案することができるとありますが、VE提案の
ようにコスト低減だけでなく総合的な価値の向
上に資する提案が認めて頂けるような変更を希
望します。

原案のとおりとします。

17 10 2 24 モニタリング

本契約は仕事の完成を約する請負契約であるた
め、別紙８のような評点項目を以って、建設遂
行途中段階で対価減額を行うことは適切ではな
いと存じます。出来形分の関係検査合格と対価
が紐付いていること、また期日までに出来形分
の検査に合格しなければ64条に基づきペナル
ティがあることに鑑み、別紙8の「(3)減額措置
の適用もしくは契約解除」の削除をお願いしま
す。

原案のとおりとします。なお、
別紙８については提案内容が履
行されないことに対して定める
ものであり、第64条第1項の工事
目的物に関するものとは別にな
ります。

18 13 2 29
本件工事の開
始

「工事に着手」について、実施設計図書の部分
完成を得て工事を開始することは可能と考えて
おります。このような理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。
なお、工程表を着手前に提出し
てください。

19 13 2 31 1
本件工事の中
止

新型コロナウイルス感染症、その他疾病の蔓延
により、本件工事を一時中止せざるを得ないな
ど工事の履行に支障を及ぼす状況となった場
合、それは受注者の責めにできない事由に該当
すると考えられるため、本条が適用されるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、新型コロナウイルス感
染症対策について、本市が了承
した内容で、事業者側が一定の
感染予防策を講じていた状況が
確認されることが前提です。
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No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

20 13 3 33
受注者の請求
による設計施
工期間の延長

新型コロナウイルス感染症、その他疾病の蔓延
により、本件工事を一時中止せざるを得ないな
ど工事の履行に支障を及ぼす状況となった場
合、それは受注者の責めにできない事由に該当
すると考えられるため、本条第2項に基づき、必
要と認められる施工期間の延長などがなされる
との理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
ただし、新型コロナウイルス感
染症対策について、本市が了承
した内容で、事業者側が一定の
感染予防策を講じていた状況が
確認されることが前提です。

21 14 3 35 1
設計施工期間
の
変更方法

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

22 14 3 36 1
請負代金額の
変更方法等

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

23 15 3 37 1

賃金又は物価
の変動に基づ
く請負代金額
の変更

日本国内における賃金水準又は物価水準の変動
に用いる指数についてご教示願います。

優先交渉権者との協議の段階で
事業者提案の内容も踏まえて定
めます。

24 15 3 37
3
7

賃金又は物価
の変動に基づ
く請負代金額
の変更

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

25 16 4 41 1
不可抗力によ
る損害

括弧書きで「当該基準を超えたものに限る」と
ありますが、ある一つの特定指標のみで判断す
るのではなく、起こった事象に鑑み総合的に判
断いただきますよう宜しくお願いします（例え
ば、１日の雨量を基準にしていた場合、１日単
位では基準に達していないものの、短時間の局
地的な雨量が大量で洪水などが発生し、損害が
発生したときも”不可抗力”と認定いただきた
く存じます）

状況に応じて、適切に判断しま
す。

26 16 4 41 5
不可抗力によ
る損害

損害額の評価にあたって、会計上の残存価値の
みに依拠するのではなく、残存部分に関する現
実的な使用可否・是非にも鑑みて評価をいただ
きますよう宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

27 17 4 43 1

請負代金額の
変更に代える
設計図書の変
更

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

28 18 5 44 3 試運転

「人件費等」には、発注者の人件費・交通費
等、発注者側が立ち会い等を行うにあたり当然
に必要となる費用は含まれないものと理解致し
ます。

ご理解のとおりです。

29 18 5 45 3
完成の通知、
検査及び引渡

「直接要する費用」には、発注者の人件費・交
通費等、発注者側が立ち会い等を行うにあたり
当然に必要となる費用は含まれないものと理解
致します。

ご理解のとおりです。

30 18 5 46 4
請負代金の支
払

各会計年度における請負代金の支払限度額の上
限は無い（民間事業者の提案による工程に基づ
く）との理解でよろしいでしょうか。

事業者の提案に基づき本市が設
定した支払い限度額が上限とな
ります。

31 19 5 46 6
請負代金の支
払い

各会計年度における請負代金の支払限度額及び
出来高予定額を発注者が変更できるとあります
が、事業計画に影響するため、事業者と協議の
上変更することが妥当と考えます。条文の変更
を希望致します。

原案のとおりとしますが、都度
協議に応じます。

32 19 5 47 部分使用

引渡前に部分使用ができることになると、責任
関係が曖昧になるため避けるべきと存じます。
本事業は期間が長期に亘ることにも鑑み、部分
引渡の対象とする設備のグルーピングを予め明
確にした上で、第52条に規定する部分引渡によ
り対応すべきと存じます。

原案のとおりとしますが、運用
上配慮します。

33 25 8 57 1 （8）

発注者の催告
に
よらない解除
権

第2４条に関する質問に関連し、本契約は仕事の
完成を約する請負契約であるため、別紙８のよ
うな評点項目を以って、建設遂行途中段階で対
価減額を行うことは適切ではないと存じます。
出来形分の関係検査合格と対価が紐付いている
こと、また期日までに出来形分の検査に合格し
なければ第64条に基づきペナルティがあること
に鑑み、本項の削除をお願いします。

原案のとおりとします。
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No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

34 27 8 60 1 (1)

受注者の催告
に
よらない解除
権

本件のような規模の案件で請負代金額が３分の
２以上減少する場合は、最早、当初契約とは別
の契約とも言え、そのような状態まで解除権を
行使できないとなると公平性を著しく欠きま
す。「３分の１以上」に変更をお願いします。

原案のとおりとします。

35 29 8 64 8
発注者の損害
賠償請求等

受注者が第57条第1項第13号アからオまでのいず
れかに該当した場合、特則的な位置づけにある
第64条第8項が優先されて、第57条第2項は適用
されないものと理解しておりますが、その理解
でよろしいでしょうか。

ご質問の末尾が「第64条第2項は
適用されないもの」とのご趣旨
であればご理解のとおりです。

36 31 9 71 契約の費用

費用負担に関し、「各当事者に係る費用は各々
が負担」に修正をお願いします。契約締結前及
び締結時の発注者費用が受注者負担となるのは
公平ではありません。また履行段階では、契約
に基づき各々の所掌が決まっているため、「一
切の費用は受注者の負担」は正しくないと考え
ます。

原案のとおりとします。

37
別紙1
～2

解体工事に要
する費用
特定建設資材
廃棄物の再資
源化等に要す
る費用

撤去設計を行うことで、解体工事の数量などが
変更され費用が変更になった場合、変更金額に
より再契約を行えるとの理解でよろしいでしょ
うか。

要求水準書で予見出来ない事案
が発生し、変更が必要な場合
は、協議により変更契約を行い
ます。

38
質問書の取扱
い

本質問書および回答は、契約書に綴じ込まれ、
契約書の一部として取り扱われるとの認識でよ
ろしいでしょうか。

質問回答は契約書正本には綴じ
込まれませんが、契約図書の一
部とはなります。
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施設維持管理業務委託契約書（案）に関する質問書への回答

No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

1 1 1 1 2 (7) 総則

「公募要項」とは、本事業の公募に当たり委託
者が公表した要求水準書及びこれに関する質問
の回答をいう。とありますが、令和3年8月16日
公表の入札説明書、要求水準書、モニタリング
基本計画、優先交渉権者選定基準、その他関連
資料に加え、令和3年3月8日公表の実施方針及び
4月15日付の質問回答も含まれるとの理解でよろ
しいでしょうか。

公募要項、要求水準書、モニタリ
ング基本計画、優先交渉権者選定
基準、その他関連資料に記載がな
い事項については、実施方針及び
実施方針に関する質問回答書に効
力があります。

2 1 1 1 3 総則

第（４）号の「設計図書」について、契約に基
づく成果物に過ぎず、契約そのものではないた
め、ここに入れる必要はないと考えますので、
削除をお願いします。

原案のとおりとします。

3 2 1 1 3 （1） 総則

質問回答で明確化された内容、別途貴市と書面
で合意した内容については、「この契約書」よ
り優先するとの理解でよろしいですか。

施設維持管理業務委託契約書
（案）に関する質問書の回答は、
当該契約書に対する解釈として取
り扱います。また、優先交渉権者
決定後の契約協議等により、提案
書等の修正をした上で契約を締結
しますので、「別途貴市と書面で
合意した内容」については、想定
がありません。

4 3 1 5 1 契約の保証

本業務の事業日程は、準備期間（令和4年8月●
日から令和12年3月31日）の約7年間に加え、業
務実施期間は令和12年4月1日から令和27年3月31
日までの15年間とされております。

事業契約の締結は令和4年8月が予定されており
ますが、履行保証期間は業務実施期間（令和12
年4月1日から令和27年3月31日）を対象に、年度
毎に締結することを想定されている。との理解
でよろしいでしょうか。

施設維持管理業務に係る契約保証
については、業務委託料を１５で
除した額（１年度分の業務委託料
に相当する額）の１０分の１以上
の額を、業務実施期間（１５年
間）を通じて求めています。業務
実施期間の開始日までに契約保証
金の納付等の手続を行っていただ
きますので、年度毎に契約保証の
手続をしていただく必要はありま
せん。

5 3 1 5 2 契約の保証

前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又
は保険金額は、業務委託料を15で除した額の10
分の1以上としなければならない。との記載です
が、施設維持管理業務の履行保証期間は15年間
との理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

6 4 1 8 3
業務責任者等
に関する措置
請求

適当な措置を執り、その結果を当該請求を受け
た日から 10 日以内に委託者に通知するのは困
難ですので、30日等に延長をお願いします。

原案のとおりとします。

7 4 1 10 2 事業の場所

本項目の趣旨から類推して、受託者は、場内の
駐車場を無料で使用できるとの理解でよろしい
でしょうか。

所定の手続を行った上で、本市が
場内での駐車を認めた場合は、無
償とします。

8 5 1 11 3
委託者の請求
による要求水
準書の変更

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

9 5 1 12 3
受託者の請求
による要求水
準書の変更

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。
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No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

10 7 3 20 1
再委託等の禁
止

運転管理業務、保守点検業務、水質管理業務、
修繕業務等の一部業務に関して、地元企業への
再委託を検討していますが、提案書に従う場
合、及び貴市の承諾を得た場合、再委託可能と
の理解でよろしいでしょうか。

本業務の主たる部分である「運転
管理業務」、「保守点検業務」、
「水質管理業務」及び「事業終了
時の引継ぎ業務」については、業
務の適正履行を確保する観点か
ら、維持管理JVの直接的な履行を
求めますので、再委託が認められ
ません。また、その他の業務につ
いても再委託の提案や申出に有用
性や合理性が認められず、業務の
適正履行が確保できないと本市が
判断した場合も、再委託が認めら
れません。
なお、上記の回答に併せ、様式集
の様式Ⅳｰ28を修正していますの
で、ご確認ください。

11 8 3 21 1
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ等の調
達

衛生用水及び作業用水を無償で提供するとあり
ますが、ｼｬﾜｰ用水等は衛生用水に含まれるとの
理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

12 9 3 25 4 業務の報告等

本項の規定についてはサービス対価の減額のみ
で十分であり、損害賠償は重複してなされるべ
きものではないとの理解をしております。
本条文の見直しをお願い致します。

サービス対価の減額については、
提案内容が履行されないことに対
する違約金として定めるものであ
り、損害賠償との関連はありませ
ん。

13 9 4 29 3

業務委託料の
変更等に代え
る要求水準書
の変更

１４日以内に協議が整うのは困難と存じますの
で、３０日等に延長を宜しくお願いします。

原案のとおりとします。

14 10 5 31
委託者又は第
三者に及ぼし
た損害賠償

委託者の責めに帰すべき場合に加え、受託者の
責に帰すべき事由でない場合も、受託者は賠償
責任を負わないものとの理解をしております。

受託者の責に帰すべき事由でない
場合の判断については、協議によ
ります。

15
10
16

5 34 4

法令の変更に
伴う協議及び
追加費用の負
担

「別表の規定に従う」とあるところ、受託者が
負担する範囲が広範で、受託者にあまりに片務
的な内容となっております。増加費用の負担は
事業実施主体である貴市が負担するのが公平で
あると存じますので、「上記以外のもの」は貴
市がご負担いただきますよう宜しくお願いしま
す。

原案のとおりとします。

16 11 5 35 1
不可抗力によ
る損害

今般の新型コロナウイルス感染症又はその他の
疫病の蔓延等に伴って受注者が本契約の履行に
支障をきたす場合には、本項に定める「不可抗
力」として取扱われるべきものと理解しており
ます。また国土交通省がなど発出する関連通達
に基づいてご対応いただけると理解しておりま
す。その理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりですが、浄水場が
停止し、市民に水道水が供給でき
なくなる事態を避けるために最大
限の対応を望みます。
なお、新型コロナウイルス感染症
対策の実施状況としては、感染状
況や国・県・下関保健所の対応状
況を踏まえ、適宜対策を実施して
いる状況であり、マスク着用の徹
底、執務室内への消毒剤や飛沫防
止シートの設置、換気の徹底等の
一般的な感染防止対策に加え、長
府浄水場で運転管理に従事する交
替勤務職員については、勤務前の
健康観察、非接触による引継ぎ、
感染者があった場合のバックアッ
プ体制の構築（過去経験者のリス
ト化や研修の実施）といった対策
を実施しています。
また、今後、新型コロナウイルス
感染症対策に係るマニュアル等を
整備した際に、事業者提案との差
異が生じ、本市が対応を求める場
合は、別途協議することとしま
す。
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17 11 5 35 1
不可抗力によ
る損害

括弧書きで「当該基準を超えたものに限る」と
ありますが、ある一つの特定指標のみで判断す
るのではなく、起こった事象に鑑み総合的に判
断いただきますよう宜しくお願いします（例え
ば、１日の雨量を基準にしていた場合、１日単
位では基準に達していないものの、短時間の局
地的な雨量が大量で洪水などが発生し、損害が
発生したときも”不可抗力”と認定いただきた
く存じます）

状況に応じて、適切に判断しま
す。

18 13 6 41 1
契約期間の終
了等に伴う運
転指導

入札時段階の前提として想定している運転指導
の内容は、提案書のXXXに記載の通りであり、こ
れを実施する予定です。委託者が、これを超え
る内容を希望される場合は、追加費用の負担を
お願い致します。

契約書、事業者提案書、要求水準
書等に記載のない業務や、要求水
準を超える内容を本市が希望する
場合に限り変更対象となります。

19 14 7 44 3
（2）
（3）

秘密保持義務

下関市情報公開条例において、「公開すること
により当該法人等又は当該個人の権利、競争上
の地位その他正当な利益を害するおそれがある
もの」は公開義務の対象から除外することがで
きる旨の規定があることから、開示要否・開示
範囲等について事前に両者間で協議させて頂け
ますよう宜しくお願いします。

第44条第3項第2号及び第3号は法
令や権限ある官公署の命令に従う
場合で、協議の対象とはいたしま
せん。

20 14 7 44 3 （5） 秘密保持義務

受注者は民間業者であることに鑑み、ノウハ
ウ、営業秘密等が秘密保持義務を負わない者に
無制限に開示されてしまうと、本件事業者の以
降の事業運営に大きな影響を与えることが危惧
されます。開示要否・開示範囲等について事前
に両者間で協議させて頂けますよう宜しくお願
いします。

議会の情報提供の要請については
最大限の尊重が必要で、その前提
で協議する事は差し支えありませ
んが、最終的には本市が判断し、
決定します。なお、協議が必要と
なるノウハウ及び営業秘密等の該
当箇所を示す資料と、その根拠と
なる書類を提案書と一緒に提出し
てください。また、変更があった
場合はその都度提出してくださ
い。

21 14 7 44 3 （6） 秘密保持義務

受注者は民間業者であることに鑑み、ノウハ
ウ、営業秘密等が秘密保持義務を負わない者に
無制限に開示されてしまうと、本件事業者の以
降の事業運営に大きな影響を与えることが危惧
されます。少なくとも秘密保持義務を課す必要
があると共に、当該第三者に対する開示要否・
開示範囲等について事前に両者間で協議させて
頂けますよう宜しくお願いします。

開示情報の協議不調により本市が
第三者に委託できない事態が生じ
ることも考えられるので、協議す
ることは差し支えありませんが、
最終的には本市が判断し決定しま
す。なお、協議が必要となるノウ
ハウ及び営業秘密等の該当箇所を
示す資料と、その根拠となる書類
を提案書と一緒に提出してくださ
い。また、変更があった場合はそ
の都度提出してください。

22 14 7 44 4 秘密保持義務

際限なく義務を負うことは現実的ではありませ
んので、秘密保持の有効期間を明示ください
（例えば、有効期間満了後5年間など）。

原案のとおりとします。

23 14 7 46 1
著作権の利用
等

著作権を譲渡するとなると、成果物に含まれる
受注者の知的財産権について、権利の輻輳を生
じる可能性があり、受注者の以降のビジネスに
支障が起こります。受注者は民間企業であるこ
とにも鑑み、著作権は受注者に留保し、貴市が
本事業を実施するにあたって必要となる範囲に
おいて、無償で実施権を許諾することとさせて
いただきたいと存じます。

事業者の申し出により都度協議に
は応じますが、原案のとおりとし
ます。

24 14 7 46 2
著作権の利用
等

成果物には受注者のノウハウ、営業秘密が含ま
れるので、秘密保持条項との関係も踏まえ、
「自由に公表すること」は差し控えて頂きたく
お願いします。公表にあたっては、開示する内
容を両者事前に協議した上で、決定する運用と
させていただきますようお願いします。

事業者の申し出により都度協議に
は応じますが、原案のとおりとし
ます。

25 14 7 47
著作権等の譲
渡禁止

前質問( 第46条全項に対する質問） に伴い、
「前条第１ 項で定める譲渡を除き」の変更をお
願いします。

原案のとおりとします。

26 15 7 49 公租公課

貴市が取得する許認可等に基づき貴市名義で課
税されるものについては、貴市にて負担いただ
けると理解致します。

本市に課税されるものは本市が負
担しますが、そのような課税は想
定しておりません。

施設維持管理-3



No ページ
大項目
(章)

中項目
(条)

小項目
(項)

細項目
(号)

項目名 質問内容 質問への回答

27
別紙3
P2

2 (1)
サービス対価
の算定方法及
び支払い時期

対価A-1の支払について、「実績による各年度の
浄水量が、提案による各年度の浄水量に満たな
い場合は、提案書に記載された薬品の単価によ
りサービス対価を減額し、実績浄水量が提案浄
水量を超える場合は、委託者と受託者が協議
し、当該薬品の単価により業務委託料の変更を
行う。」
とありますが、提案浄水量を超える場合におけ
る協議事項としてはどのような内容を想定され
ておりますか。

業務委託料の変更にあたり、精算
金額の確定や精算方法等について
の協議を想定しています。

28
別紙3
P2

2
（1）
（2）

サービス対価
の算定方法及
び支払い時期

サービス対価の算定方法のうち、対価A-1、対価
B-2における各支払時期（毎月払）の支払金額算
定方法について、[左欄対象費用の各年度の費用
の合計提案金額]÷支払回数（年12回×15年）と
ありますが、対価A-1、対価B-2の支払金額は、
提案金額に基づき年度毎に変動し、各年度の事
業費に対し12ヶ月で除した金額を支払うとの理
解でよろしいですか。

対価A-1は、各年度の事業者提案
金額に基づき支払額を決定し、浄
水量実績に応じて各年度の最終支
払月にサービス対価の調整を行い
ます。
対価B-2は、ご理解のとおりで
す。

29
別紙3
P2

2
（1）
（2）

サービス対価
の算定方法及
び支払い時期

サービス対価の算定方法のうち、対価B-1、対価
B-3における各支払時期（毎月払）の支払金額算
定方法について、[左欄対象費用の業務実施期間
中の費用の合計提案金額]÷支払回数（年12回×
15年）とありますが、対価B-1、対価B-3の支払
金額は全事業期間（15年間）を通じて一律の金
額を支払うとの理解でよろしいですか。

ご理解のとおりです。

30
別紙3
P2

2
(3)
備考

サービス対価
の算定方法及
び支払い時期

「受託者は、その他修繕を実施する際には、あ
らかじめ委託者に、その他修繕を必要とする理
由、修繕の方法、必要な費用等を明記した見積
書を提出し、委託者の承認を受けなければなら
ない。」との記載ですが、突発的な内容につい
ては、この限りではないとの理解でよろしいで
すか。

ご理解のとおりですが、ご質問の
場合においても、本市へ状況を報
告し、指示を受けた上で、実施し
ていただくことを想定していま
す。
なお、本市との連絡がつかない場
合は、第22条（臨機の措置）によ
り対応してください。

31
別紙3
P4

4 （2）
改訂率の算定
として用いる
指数

対価「B-3」の改定率算定として用いる指数をご
教示いただけないでしょうか。「B-3」は「その
他」的な区分でもあり、例えば日本銀行の物価
指数なら「国内企業物価（総平均）」が適して
いると考えらますがいかがでしょうか。

B-3については、改定を行わない
ものとします。

32
別紙3
P4

4 (3)
物価の変動の
確認

維持管理開始は、事業契約の締結から約7年後と
なります。公募時の改定率の算定として用いる
指数は、公募時( 2021年8月） に公表されてい
る最新の指数との理解でよろしいでしょうか。

応募時（提案書等の提出時）に公
表されている最新の指数を適用し
ます。

33
別紙3
P4

5

賃金又は物価
の変動による
業務委託料の
変更

「委託者は、前項第3号の報告により改定率の増
減が1. 5％を超過することを確認した場合は、
受託者と協議の上、翌年度以降の業務委託料を
変するものとする。」とありますが、1. 5%を超
過した部分について変更されるのでしょうか。
1. 5%も含めた変動分を変更頂けるのでしょう
か。

協議の上、決定する事とします
が、原則、一回目の変更について
は1.5％を超過した部分を対象と
し、二回目以降は前回使用した改
定率から1.5％を含めた変動分を
対象とします。

34
別紙3
P4

5

賃金又は物価
の変動による
業務委託料の
変更

上記質問に関連し、1. 5％とは、直近の変更か
ら
の累積となりますでしょうか。

別紙3の4号に示すとおり、改定時
と前回改定時の比較であり累積で
はありません。
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